
軽減措置が
あります

■所得割額の軽減

■均等割額の軽減

■被用者保険の被扶養者であった
　方に対する軽減措置　前年の総所得金額などから基礎

控除（33 万円）を控除した金額
が 58 万円以下の方、年金収入の
みで年金収入が 211 万円以下の方
については、所得割額が５割軽減
されます。

　後期高齢者医療制度に加入する
前日において、被用者保険などの
被扶養者であった方については、
所得割がかからず、均等割額が９
割軽減されます。

平成 24･

25 年度

平成 26・

27 年度

均等割額 41,860 円 42,440 円

所得割額 8.25％ 8.29％

賦課限度額 55 万円 57 万円

行政トピックス

昨年度の展示風景

●年間保険料額の計算方法

◆均等割額・所得割率・賦課限度額

平成 26年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズ

+ ＝

均等割額 所得割額 年間保険料額

42,440 円
× 8.29％

（上限 57 万円）
被保険者

一人当たり
前年の総所得金額など
から基礎控除 (33 万円 )

を控除した金額

「家事場のパパヂカラ」

配管費補助

最大20万円

撤去費補助

最大10万円

個人負担

最大30万円の
補助

+

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
普

通
徴
収
（
納
付
通
知
書
に
よ
る
納

付
）、
ま
た
は
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
の
天
引
き
）
で
納
め
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
納
期
は
年
間
８

回
、
平
成
26
年
度
納
付
通
知
書
は

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。（
納

付
に
は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。）

　

特
別
徴
収
の
納
期
は
年
６
回
、

４
月
～
８
月
徴
収
分
（
１
～
３

期
）
ま
で
は
、
前
年
度
の
保
険
料

額
を
も
と
に
徴
収
す
る
仮
徴
収
と

な
り
、
７
月
に
あ
ら
た
め
て
今
年

度
保
険
料
額
お
よ
び
徴
収
方
法
を

決
定
し
ま
す
。

　

引
き
続
き
特
別
徴
収
と
な
る
場

合
に
は
、
年
間
保
険
料
額
か
ら
仮

徴
収
額
を
差
し
引
い
て
10
月
～
２

月
（
４
～
６
期
）
に
本
徴
収
額
と

し
て
徴
収
し
ま
す
。
該
当
す
る
方

に
は
「
特
別
徴
収
納
入
通
知
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

■
問
合
せ　

役
場
高
齢
者
支
援
課 

高
齢
者
福
祉
担
当

☎
２
９
６
‐
１
２
１
０

配
管
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
20
万
円
を
上
限
に
、
実
際
に
か

か
っ
た
配
管
費
を
補
助
し
ま
す
。

●
放
流
ポ
ン
プ
槽
の
設
置
費
用
お

よ
び
矢
板
工
事
費
も
補
助
対
象
で

す
。

【
撤
去
費
補
助
】

●
10
万
円
を
上
限
に
、
実
際
に
か

か
っ
た
撤
去
費
を
補
助
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

役
場
生
活
環
境
課

☎
２
９
６
‐
５
８
９
４

　

町
で
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
ま

た
は
く
み
取
り
式
便
槽
か
ら
町
型

合
併
処
理
浄
化
槽
（
※
町
が
設
置
・

管
理
す
る
合
併
処
理
浄
化
槽
）
へ
の

転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
個
人
負

担
と
な
っ
て
い
る
配
管
費
お
よ
び

そ
の
撤
去
費
に
対
し
て
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
（
新
築
や
家
の

建
て
替
え
に
伴
う
浄
化
槽
の
配
管

費
は
補
助
対
象
外
で
す
）。
な
お
、

補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内
で
実
施

す
る
ほ
か
、
次
の
条
件
が
あ
り
ま

す
。

【
配
管
費
補
助
】

●
補
助
条
件
と
し
て
、
町
型
合
併

処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
た
上
で
、

す
べ
て
の
生
活
排
水
が
、
そ
の
合

併
処
理
浄
化
槽
に
流
入
す
る
よ
う

　

内
閣
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
基
本
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成
11

年
６
月
23
日
を
踏
ま
え
て
、
毎
年

６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
の
１
週

間
を
「
男
女
共
同
参
画
週
間
」
と

し
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
こ
の
期
間
に
合
わ
せ

て
「
男
女
共
同
参
画
パ
ネ
ル
展
」

を
行
い
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の

ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
展
示
期
間

６
月
19
日
（
木
）
～
26
日
（
木
）　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分　

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

■
会
場

　

役
場
１
階
ロ
ビ
ー

■
問
合
せ

　

役
場
総
務
課

☎
２
９
６
‐
１
２
１
４

■
保
険
料
の
軽
減
制
度
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

所
得
の
少
な
い
方
の
保
険
料
を
軽

減
す
る
次
の
よ
う
な
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
所
得
に
応
じ
て

自
動
的
に
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、

手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
保
険
料
率
の
改
定

　

75
歳
以
上
の
方
が
加
入
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

は
、「
均
等
割
額
（
被
保
険
者
一

人
当
た
り
の
保
険
料
）」
と
「
所

得
割
額
（
所
得
に
応
じ
た
保
険

料
）」
を
合
計
し
た
額
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
保
険
料
の
計
算
の

も
と
と
な
る
保
険
料
率
は
、
制
度

を
運
営
す
る
埼
玉
県
の
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
が
決
定
し
、
２

年
ご
と
に
改
定
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
被
保
険
者
一
人
当
た

り
の
医
療
費
が
伸
び
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
平
成
26
・
27
年
度
の
保

険
料
率
を
見
直
し
、
左
表
の
と
お

り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

●
平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料
額
　

　
の
計
算
方
法

　

保
険
料
額
は
被
保
険
者
ご
と
に

左
の
と
お
り
計
算
さ
れ
ま
す
。

納
付
通
知
書
を

送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

男
女
共
同
参
画
パ
ネ
ル
展

～
女
性
を
変
え
た
「
モ
ノ
」
た
ち
～

今
な
ら
最
大
30
万
円
の

補
助
金
が
で
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

平
成
26
・
27
年
度
の

６
月
23
日
～
29
日
は
男
女
共
同
参
画
週
間

合
併
浄
化
槽
で
き
れ
い
な
川
を
残
そ
う

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額 軽減割合 軽減後の均等割額

33 万円以下
の場合

世帯内の被保険者全員が年金収入 80 万円以
下の場合（年金以外の所得なし） 9 割軽減 4,240 円 / 年

上記以外の人 8.5 割軽減 6,360 円 / 年

33 万円＋（24 万 5 千円×世帯の被保険者数）以下の場合　 5 割軽減 21,220 円 / 年

33 万円＋（45 万円×世帯の被保険者数）以下の場合 2 割軽減 33,950 円 / 年

　男性と女性が、性別に関わりなく、その個性と能力を十
分に発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、
皆さま一人ひとりの取り組みが必要です。この機会に、家
庭や職場または地域で、男女共同参画について考えてみま
せんか。
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医療機関名 電話番号

鳩山第一クリニック 296-6800

福 島 内 科 298-0600

麻 見 江 ホ ス ピ タ ル 296-1155

鳩山今宿クリニック 296-6260

行政トピックス

町内の特定健診・いきいき長寿
健診受託医療機関

対　象　者
【特定健診】
・鳩山町国民健康保険加入者
・40 歳以上から 75 歳未満の方（受診日当日）
※全国健康保険協会加入者は 23㌻参照
【いきいき長寿健診】
・鳩山町後期高齢者医療保険加入者
・75 歳以上の方（受診日当日）

　いずれもお申込をいただいた方へ「受診券」
と「受託医療機関一覧」を郵送します。下記実
施期間内に「受診券」と「保険者証」を持参し、
受託医療機関で受診ください。
　なお、医療機関によっては予約が必要になる
場合もありますので、事前に医療機関へお問い
合わせください。

６月１日～７日は第 56 回「水道週間」
～平成 26 年度 水道週間スローガン～

　水道週間とは、普段なにげなく使って
いる水道について、私たち一人ひとりが
理解と関心を高め、公衆衛生の向上と、
生活環境の改善をはかるための週間で
す。６月上旬という水道をひんぱんに使
いはじめる時期に、上記のことをみんな
で考えようということで、昭和 34 年か
ら定められました。
　水は私たち人間や全ての生物が生きて
いくうえで欠かすことのできない貴重な
資源です。この機会に、水道を使用して
いる皆さんで改めて水道の重要性を認識
し、節水や水の大切さなどを考えてみて
はいかがでしょうか。
問合せ：役場水道課 ☎ 296-1228

おいしいな だいじなお水
ごくごくり

健診内容
　●問診（受診票及び健康調査票による）
　●身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）
　　※いきいき長寿健診は腹囲なし
　●診察
　●血圧測定
　●血液検査
　　○肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ－ＧＴＰ）
　　○脂質検査（ＬＤＬコレステロール・ＨＤＬ
　　　コレステロール・中性脂肪）
　　○糖尿病検査（空腹時血糖・ＨｂＡ１ｃ）
　　○腎機能検査（尿酸・血清クレアチニン）
　●尿検査
　●心電図検査（安静時標準 12 誘導）（※）
　●眼底検査（無散瞳カメラ法による撮影及び読
　　影）（※）
　●貧血検査（赤血球数、白血球数、血色素量、
　　ヘマトクリット値）（※）
　  （※）特定健診を受診する場合の医師の判断による追加項目
　（注）いきいき長寿健診を受診する場合は、上記
　町内４医療機関で受診すると、心電図、貧血検査
　が追加となります。

健診結果・特定保健指導
　健診結果を後日、受診者に郵送します。また、
結果によりメタボリックシンドロームのリスクが
あり、生活習慣の改善が必要とされた方（国民健
康保険加入者）については、特定保健指導の案内
を送付させていただきます。
　特定保健指導では、６か月間専門スタッフが皆
さんの生活習慣改善に向けてサポートします。

実施期間
　６月１日～ 11 月 30 日
※この期間に受診できるよう申込み及び医療
　機関への予約をお願いします。実施期間内　
　であれば随時申し込みを受け付けます。
※人間ドックとの併用はできません。

実施場所
　町が指定する医療機関（比企郡市内）

自己負担額
【特定健診】　　　　　　1,500 円
【いきいき長寿健診】　　  800 円

※町ホームページのトップ画面にある「便利ガイド」内「電子申請・届出サービス」ページにて「鳩山町」
を選択してください。原則 24 時間手続きできます。利用に際し、ＩＤ登録の手続きは必要ありません。 

オープンカフェで談笑する方々（昨年度）

「
特
定
健
診
」「
い
き
い
き
長
寿
健

診
」(
個
別
健
診)

・
特
定
保
健

指
導
が
始
ま
り
ま
す

″
生
き
な
が
ら
生
ま
れ
変
わ
る
〟

　
　
　
　

講
師　

米め

ら良 

美よ
し

一か
ず

氏
（
歌
手
）

第
２
回
七
夕
＆
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ

〝
１
５
０
０
０
人
の
夢
の
か
け
橋
〟

年
に
１
回
〝
健
診
〟
を

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
講
演
会

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
ふ
く
し
プ
ラ
ザ

　
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」

は
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
始
ま
っ

た
健
診
制
度
で
す
。
医
療
費
が
増

大
す
る
大
き
な
要
因
と
し
て
、
食

生
活
や
運
動
不
足
に
起
因
す
る

「
糖
尿
病
」「
高
血
圧
症
」「
脂
質

異
常
症
」「
肥
満
症
」
な
ど
の
生

活
習
慣
病
の
増
加
が
あ
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

食
べ
過
ぎ
や
運
動
不
足
と
い
っ

た
不
健
康
な
生
活
習
慣
は
、
や
が

て
は
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病

を
招
き
、
生
活
習
慣
が
改
善
さ
れ

な
い
ま
ま
重
症
化
す
る
と
、
心
臓

病
や
脳
卒
中
な
ど
を
発
症
す
る
危

険
性
が
高
ま
り
ま
す
。
こ
の
生
活

習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
高
め
る

も
の
と
し
て
、
内
臓
脂
肪
の
蓄

積
（
内
臓
脂
肪
型
肥
満
＝
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。

　

特
定
健
診
で
は
、
こ
の
生
活
習

慣
病
の
前
触
れ
と
な
る
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
に

重
点
を
お
い
た
検
査
を
行
い
ま

す
。
そ
の
結
果
、
生
活
習
慣
の
改

善
が
必
要
と
さ
れ
た
方
に
は
、
専

　

映
画
『
も
の
の
け
姫
』
の
主
題

歌
で
知
ら
れ
る
世
界
的
カ
ウ
ン

タ
ー
テ
ナ
ー
、
米
良
美
一
氏
。
そ

の
類
ま
れ
な
美
声
と
音
楽
性
で
欧

米
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
に

も
多
数
出
演
し
、
親
し
み
や
す
い

人
柄
と
個
性
豊
か
な
語
り
口
は
、

世
代
を
超
え
て
人
気
を
集
め
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
米
良
氏
が
生
ま
れ
な

が
ら
に
天
か
ら
授
か
っ
た
も
の

は
、
美
し
い
声
だ
け
で
は
な
く
、

医
療
の
専
門
家
で
さ
え
投
げ
出
し

か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
深
刻

な
状
態
の
身
体
で
し
た
。

　
「
か
ら
だ
も
、
こ
こ
ろ
も
、
ど

ん
底
だ
っ
た
」

と
い
う
時
を
経

て
、
生
き
る
力

を
開
花
さ
せ
、

い
き
い
き
と
活

躍
さ
れ
る
米
良

氏
に
、
ご
自
身

の
思
い
や
ご
家

族
の
支
え
な

ど
、
こ
れ
ま
で

の
軌
跡
を
お
話

し
い
た
だ
き
ま

す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

※
こ
の
講
演
会
は
、
埼
玉
県
自
殺

対
策
緊
急
強
化
基
金
事
業
費
補
助

金
を
活
用
し
て
開
催
し
ま
す
。

■
日
時　

７
月
19
日
（
土
）　

午

後
１
時
30
分
～
３
時

■
会
場　

町
文
化
会
館 

ホ
ー
ル

■
定
員　

４
６
０
人
（
要
予
約
。

全
席
自
由
）
※
定
員
に
な
り
次
第

予
約
終
了

■
費
用　

無
料

■
そ
の
他　

託
児
あ
り
（
申
込
順

で
未
就
学
児
20
人
ま
で
）。
手
話

通
訳
あ
り
。

■
主
催　

鳩
山
町
（
鳩
山
町
自
殺

対
策
庁
内
連
絡
会
）

■
後
援　

町
教
育
委
員
会

■
申
込　

６
月
９
日
（
月
）
か
ら

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
町
保
健
セ
ン
タ
ー

窓
口
・
電
子
申
請
（
※
）
で
受
け

付
け
ま
す
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、

氏
名
・
連
絡
先
を
明
記
し
て
く
だ

さ
い
。
整
理
券
は
出
し
ま
せ
ん
。

■
申
込
先
・
問
合
せ　

町
保
健
セ

ン
タ
ー
☎
２
９
６
‐
２
５
３
０

（
土
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分
） 

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
９
６
‐

２
８
３
２

　

ふ
く
し
プ
ラ
ザ
を
よ
り
多
く
の

方
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
、
町
内

住
民
の
皆
さ
ん
の
交
流
が
深
め
ら

れ
る
よ
う
、『
第
２
回
七
夕
＆
オ
ー

プ
ン
カ
フ
ェ
』
を
開
催
し
ま
す
。

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
楽
し
め

る
企
画
を
考
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、６
月
２
日
（
月
）
か
ら
、

ふ
く
し
プ
ラ
ザ
で
七
夕
飾
り
を
作

り
始
め
ま
す
。
皆
さ
ん
の
夢
を
短

冊
に
託
し
、
一
緒
に
飾
り
を
作
り

ま
せ
ん
か
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

■
日
時　

７
月
５
日
（
土
）・
６

日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
５
時

（
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
は
午
後
３
時

ま
で
）

■
場
所　

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
ふ
く
し

プ
ラ
ザ
前
広
場

■
主
催　

町
健
康
福
祉
課
・
町
社

会
福
祉
協
議
会

■
運
営　

ふ
く
し
プ
ラ
ザ
イ
ベ
ン

ト
実
行
委
員
会

■
問
合
せ　

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
ふ
く

し
プ
ラ
ザ
☎
２
９
０
‐
５
４
６
９

（
祝
日
休
み
）

門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
特
定
保
健
指

導
を
行
い
ま
す
。

　

健
診
は
ご
自
身
の
健
康
状
態
を

知
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
ま
ず
は
健

診
を
受
診
し
て
、
健
診
結
果
を
今

後
の
生
活
に
生
か
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ
・
申
込

【
特
定
健
診
】
町
民
課 

保
険
年
金

担
当　
　

☎
２
９
６
‐
５
８
９
１

【
い
き
い
き
長
寿
健
診
】

（
問
合
せ
）高
齢
者
支
援
課 
高
齢
者

福
祉
担
当
☎
２
９
６
‐
１
２
１
０

（
申
込
）町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
６
‐
２
５
３
０
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